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本庁舎等整備工事の１期工事完成日の変更について 

１ 主旨 

本庁舎等整備工事は、令和３年７月の着工以降、解体工事、掘削工事等の工事を進め、

現在、地下部分の躯体工事を行っている。 

このたび、工事受注者より、工事の進捗に遅れが生じており、予定通りの完成が難しい

ことから、１期工事の完成日を２ヶ月延伸してほしい旨の申し入れがあり、区としても、

これを受けて、１期工事完成日を変更することとした。 

この間の経緯及びこれに伴う区の対応等について報告する。 

 

２ 変更内容 

１期工事完成日（変更前）令和５年７月３１日 

 （変更後）令和５年９月２９日 

※２期工事の完成日は、現在、工事受注者と協議を行っている。 

工期（令和９年１０月１５日）は変更しない。 

 

３ 経緯 

進捗管理のため工事受注者と共有する工程表に対し、区が把握する工事遅延の要因及

び遅延期間は、下表に示す通りである。区としては、いずれも受注者の責めに帰すものと

判断している。一方、工事受注者は、令和４年１２月９日付で区に提出した「世田谷区本

庁舎等整備工事（１期工事）の工程について」において、自らの責めに帰すものではない

としていることから、現在、区としての回答書を作成しているところである。 

 

表 工程表に対する工事遅延要因等と区の指示概要等 

 

年 月 工事遅延の要因 

遅延期間

（延べ） 

〔週間〕 

区の指示概要 

〈 〉内は受注者実施対策 

令和３年１１月末 ・騒音・振動対策等 ２ 修正工程表の検討を指示 

令和４年 １月  ０ 修正工程表（１回目）の受理 

２月末 ・山留作業開始遅延 ２  

５月末 ・支持地盤面掘削困難 ３ 〈掘削工法の見直し〉 

８月末 ・鉄筋工の労務不足 ６ 修正工程表の検討を指示 

〈応援作業員の確保〉 

１０月末 ・過密に伴う作業日数

の見直し 

７  

１１月初旬  ０ 修正工程表（２回目）の受理 

１１月末 ・重機作業の再調整に

伴う遅延等 

２  

１２月６日 工事受注者より１期工事完成日延伸の申し入れ 
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４ 総合評価方式による入札時の技術提案に起因する違約金について 

入札時の技術提案において、工事受注者より、１期・２期工事を前倒しで完成し、３期

工事の完成を確実にするとの提案を受けている。１期工事完成日の変更に伴い、この提案

内容は未達成となることから、契約時に工事受注者と取り交わした「世田谷区本庁舎等整

備工事における技術提案等の取扱いについて」に基づき、約１．３億円の違約金の対象と

する。 

なお、１期工事完成日の変更は、工事請負契約約款上の工期の変更には該当しないこと

から、約款第 47条の２第５項に基づく遅延違約金の対象とはならない。 

 

 

図 入札時の技術提案を踏まえた契約時の工期設定と今回変更する工期設定 

 

 

５ 今後の予定 

令和４年 １２月１６日 ＤＸ推進・公共施設整備等特別委員会へ報告 

１２月以降  ＨＰ、本庁舎等整備 News等による区民への周知 

令和５年  ３月頃 ２期工事の完成日の決定 

４月以降  ２期工事完成日の変更に伴う変更契約の締結 

９月２９日 １期工事完成 

１０月    一部竣工に伴う支払い（違約金を差し引いた額） 

 

 

※工期は変更しない 

▲１期完成 

（R5.9 末） 

▲２期完成日は協議中 ▲工期 

（R9.10） 

▼工期 

発注時 

契約時 

今 回 

28ヶ月 

 

26ヶ月 

 

21ヶ月 

 

24.5ヶ月 

 

25.5ヶ月    25ヶ月 

 

▼１期完成 ▼２期完成 

２ヶ月延期 

R5.11 R8.1 R9.10 

R5.7 末 R7.9 R9.10 

 

※仮庁舎賃借料への影響 

２期完成が遅れた場合、旧玉川高校等の賃借料（約 940万円/月）、全体工期が遅れた

場合、三軒茶屋分庁舎、梅丘分庁舎等の賃借料（約 3050万円/月）が発生する。 

１期完成後に返却予定の仮庁舎はない。 

  

入札時の技術提案（発注時の工程に対し、１・２期の完成日を前倒し） 

完成遅延により違約金発生 
（約 1億 3千万円） 
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６ 新庁舎 1期棟への移転時期変更に伴う契約変更・予算等の対応について 

  工事完成日の変更により、新庁舎１期棟への移転時期も２ヶ月後ろ倒しとなることか

ら、来年度の契約や予算等に影響のある所属は、次のとおり対応すること。 

 ①仕様書の変更など契約内容に変更がある場合は、経理課契約係又は教育総務課経理係

に連絡すること。（年度当初契約については早急に連絡すること） 

 ②令和５年度予算の増減が見込まれる場合は、早急に財政課領域担当に連絡すること。 

 ③その他、「区のお知らせ」の掲載時期など移転時期の変更に伴う影響が見込まれる場合

は、担当部署や事業者と調整すること。 
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